
　
今
年
の
冬
は
、
電
力
の
安
定
供
給

に
最
低
限
必
要
な
供
給
予
備
力
３
㌫

以
上
を
確
保
で
き
る
見
通
し
で
す
が
、

電
力
需
給
見
通
し
に
は
、
皆
さ
ん
に

行
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
節
電
分
を

２
会
議
室
、
②
は
市
役
所
３
階
・

契
約
・
管
財
グ
ル
ー
プ
に
持
参

※�

郵
送
の
場
合
は
、
２
月
16
日
㈭
必

着
で
契
約
・
管
財
グ
ル
ー
プ
（
〒�

059

－

８
７
０
１
中
央
町
６
丁
目
11
）

※�

受
理
票
の
返
送
を
希
望
す
る
場
合
、

切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒
を
同

封
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
契
約
・
管
財
Ｇ

�

（
☎
�
１
１
８
４
）

◦�

誓
約
書
（
市
指
定
様
式
）

◦�

市
税
等
納
付
状
況
調
査
同
意
書

　
（
市
指
定
様
式
）

◦�

法
定
保
険
加
入
状
況
等
一
覧
表

（
市
指
定
様
式
）

◦�

社
員
名
簿
（
市
指
定
様
式
）

②
物
品
購
入
・
小
規
模
修
繕
な
ど

◦�

物
品
購
入
等
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
（
契
約
・
管
財
グ

ル
ー
プ
備
え
付
け
の
市
指
定
様
式
）

※�

小
規
模
修
繕
は
、
建
設
業
の
許
可

を
受
け
て
い
な
い
な
ど
の
理
由
に

よ
り
、
建
設
工
事
の
競
争
入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
事
業
者
で
も
申
請
で
き

ま
す
。

※�

市
指
定
様
式
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

提�

出
方
法
　
①
は
市
役
所
３
階
・
第

　
市
は
、
平
成
29
・
30
年
度
の
建
設

工
事
や
設
計
、
測
量
、
物
品
購
入
な

ど
の
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
事
業

者
の
資
格
審
査
申
請
を
受
け
付
け
ま

す
。

期�

間
　
２
月
１
日
㈬
～
20
日
㈪
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
９
時
30

分
～
12
時
、
13
時
～
16
時

事
業
種
別
・
提
出
書
類

①
建
設
工
事
・
設
計
・
測
量
な
ど

◦�

建
設
工
事
等
競
争
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
書
（
登
別
建
設
協
会
取

り
扱
い
の
（
一
社
）
北
海
道
土
木

協
会
発
行
の
市
町
村
統
一
様
式
）

　
従
業
員
の
所
得
税
を
源
泉
徴
収
し

て
い
る
事
業
主
は
、
原
則
と
し
て
個

人
住
民
税
を
特
別
徴
収
（
給
与
天
引

き
）
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。

　
市
は
、
こ
れ
ま
で
特
別
徴
収
に
応

じ
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
事
業
者
に

対
し
、
法
律
に
基
づ
き
特
別
徴
収
義

務
者
に
指
定
し
ま
す
の
で
、
ご
理
解

見
込
ん
で
い
ま
す
の
で
、
引
き
続
き
、

無
理
の
な
い
範
囲
で
の
節
電
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

※�

詳
し
く
は
、
ほ
く
で
ん
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問�

い
合
わ
せ
　
北
海
道
電
力
株
式
会

社
室
蘭
支
店
（
☎
㊼
１
１
１
１
）

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
　
税
務
Ｇ
（
☎
�
１
１

５
５
）
、
北
海
道
胆
振
総
合
振
興

局
納
税
課
（
☎
㉔
９
５
８
６
）

　
環
境
対
策
グ
ル
ー
プ
担
当
の
『
登

別
市
温
暖
化
対
策
実
行
計
画
（
区
域

施
策
編
）
（
案
）
』
と
高
齢
・
介
護

グ
ル
ー
プ
担
当
の
『
登
別
市
指
定
地

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、

設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
・
施
行
規
則
の
一
部
改
正

（
案
）
』
に
つ
い
て
、
平
成
28
年
11

月
１
日
か
ら
30
日
ま
で
意
見
を
募
集

し
た
と
こ
ろ
、
意
見
が
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
案
の
内
容
や
関
連
資
料
な
ど
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る

ほ
か
、
市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ
ー
、

各
支
所
、
市
民
会
館
、
し
ん
た
21
、

市
立
図
書
館
、
市
立
図
書
館
ア
ー
ニ

ス
分
館
、
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、
担

当
グ
ル
ー
プ
に
閲
覧
フ
ァ
イ
ル
を
備

え
付
け
て
い
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
　
環
境
対
策
Ｇ
（
ク
リ

ン
ク
ル
セ
ン
タ
ー
内
・
☎
�
２
９

５
８
）
、
高
齢
・
介
護
Ｇ
（
☎
�

５
７
２
０
）

北
海
道
電
力
か
ら
の
お
願
い

建
設
工
事
・
物
品
購
入
や
小
規

模
修
繕
な
ど
の
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
を
受
け
付
け
ま
す

個
人
住
民
税
は
特
別
徴
収

で
納
め
ま
し
ょ
う

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

（
意
見
公
募
）
の
実
施
結
果

を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　市民プール行きの往復バス料金と入
館料を合わせた『市民プールバスパッ
ク』を販売しています。運動不足解消
に、市民プールをぜひご利用ください。
▶バスの利用区間
（千代の台線）
・上鷲別入口～市民プール前
（郊外線）
・鷲別～クリンクルセンター前
・汐見坂～クリンクルセンター前
・�登別温泉ターミナル～クリンクルセ
ンター前
▶�パック券販売所　市民プール、鷲別
公民館、市役所内母子会売店、市民
会館、道南バス若山営業所、道南バ
ス登別温泉ターミナル、川西燃料店
▶パック料金� （単位：円）

※�鷲別方面は鷲別・上鷲別入口、登別
方面は汐見坂、登別温泉方面は登別
温泉ターミナルを起点とします。
※�パック券の利用は、市内からの乗車
に限ります。バスを乗り継ぐ場合は
利用できません。
問い合わせ　社会教育グループ
� （☎�１１２９）

『市民プールバスパック』
をご利用ください

区　分 乗車区間
運賃＋入館料
通常料金 パック料金

一　般
鷲別方面、
登別方面～
市民プール、
クリンクル
センター前

1,120 900
65歳以上 920 700
高校生 820 600
中学生 720 500
小学生 420 300
一　般

登別温泉方
面～
市民プール、
クリンクル
センター前

1,420 1,000
65歳以上 1,220 800
高校生 1,120 700
中学生 1,020 600
小学生 560 350

14� くらしのガイド　市や国、道からのお知らせ

くらしのガイド

『
申
し
込
み
』

　
　
　
　
　
　
　
中
の
『
Ｇ
』
は
『
グ
ル
ー
プ
』
の
略
で
す

『
問
い
合
わ
せ
』


